
盟  ○
 
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
 
 
 

二
十
二
号
）
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
責
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
車
 
 
 

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
 
 
 

）
 
及
び
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
 
 

（
平
成
十
二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
二
十
二
号
）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
 
 
 

大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
 
 
 

日
か
ら
適
用
す
る
。
 
 

一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
 
 

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
 
第
二
号
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
 
 

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
 
 

省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
 
第
二
号
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
 
 

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
l
一
年
厚
生
省
告
示
第
l
一
十
号
）
 
第
 
 

二
号
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
 
 

準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
 
第
二
号
、
指
定
介
護
予
防
 
 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
責
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
 
 

生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
第
二
号
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
 
 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
責
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
 
 

生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
第
二
号
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
に
要
 
 

す
る
責
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
 
 

第
百
l
一
十
九
号
）
 
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
は
、
 
 

介
護
報
酬
単
位
の
見
直
し
案
 
 

○
 
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
 
 
 

l
一
十
二
号
）
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 

十
二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
 
 

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
 
 

）
 
及
び
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
 
 

（
平
成
十
二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
 
 

大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
 
 

日
か
ら
適
用
す
る
。
 
 

一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
責
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
 
 
 

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
 
第
二
号
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
 
 
 

省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
 
第
二
号
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
 
 
 

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
第
 
 
 

二
号
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
責
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
二
号
）
 
第
二
号
、
指
定
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
車
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
 
 
 

生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
第
二
号
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
責
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
 
 
 

生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
第
二
号
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
に
要
 
 
 

す
る
車
用
の
籠
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
 
 
 

第
百
二
十
九
号
）
 
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
は
、
 
 
 

（
変
更
点
は
下
線
部
）
 
 

u  
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特   地   
別   域   

区   区  

介介介介地短短通訪訪  介介福居   

護護護護域期期所間間  護護祉宅   

予療保福密入入リリ 看  予 予用療   
防養健祉着所所ハハ護  防防具養   
訪施施施型療生 ビ ビ   
問設設設介養活  

福居貸 管  
りリ   祉宅与理   

看サササ護介介テテ   用 療  指   
護】ll老護護Il   

ン ン   
サ                                     具養  導   

ビ ビ ビ人  貸管   
ス ス ス福  ∃ ∃   

l  

与理   ビ   

祉  ン ン   指   ス   

施   
設  

導   種  

入   
類  

所   

者   
生   

活   

介   

護   

十 干   千   
八分   分   

の   割  
ム        の   

千   千   
l：コ   

四   

十
円
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
 
 

十
三
号
）
 
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
同
法
 
 

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
同
 
 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
、
同
法
 
 

第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
、
同
法
第
五
 
 

十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

、
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
事
業
を
 
 

行
う
事
業
所
又
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
 
 

ビ
ス
等
を
行
う
介
護
保
険
施
設
が
所
在
す
る
地
域
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
 
 

に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
種
類
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
 
 

て
得
た
額
と
す
る
。
 
 

特   地   
別   域   

区   区  

介介介地地認特短短通  介介福居   

護護護域域知定期期所  護護祉宅   

療保福密密症施入入介  予 予 用 療   
養健祉着着対設所所護  防防具養   

施施施型型応入療生   福居貸 管   
設設設特介型居養活   祉宅与理   
サササ定護共者介介   用 療  指   
lll施老同生護護   
ビ ビ ビ設人生活   

サ                                   具養  導  

貸 管   l   

ス ス ス 入福活介   与 理   ビ   

居祉介護   指   ス   

者施護   
生設  

導   種  

活人   
類  

介所   

護者   
生   

活   

介   
護   

十 干   千   
八 分   

の   割 A     分    の   

千   千   
口   

＿▲＿  ′＼  

十
円
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
 
 

十
三
号
）
 
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
同
法
 
 

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
同
 
 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
、
同
法
 
 

第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
、
同
法
第
五
 
 

十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

、
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
事
業
を
 
 

行
う
事
業
所
又
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
 
 

ビ
ス
等
を
行
う
介
護
保
険
施
設
が
所
在
す
る
地
域
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
 
 

に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
種
類
に
応
じ
て
同
義
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
 
 

て
得
た
額
と
す
る
。
 
 



特
甲
地
 
 

訪  介介   
間  護護   

介  予 予   
護   防防  

短短  

護  期 期  

入 入  

所 所  

療生  
養活  
介 介  

護護   

千  

の  

千  
七  

居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 

福
祉
用
具
貸
与
 
 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
 
 

訪
問
入
浴
介
 
 

通
所
介
護
 
 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

居
宅
介
護
支
援
 
 

介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 
 

介
護
予
防
適
所
介
護
 
 

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
支
援
 
 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

特  

甲  
地  

介介福居  介介介夜居訪訪   
護護祉宅  護護護間 宅間 問   

予 予 用 療  予 予 予 対 介入 介   
防防具養  防防防応護浴護   

福居貸管  支訪訪型支介   

祉宅 与理  援問 問 訪援護   

用療  指   入介問   
具養  導   浴 護介   

貸 管   介  護   
与理  護   

指  

導  

千   五 千   

の   の   

千   千  
百   

訪
問
看
護
 
 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

介
護
予
防
通
所
介
護
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

千
分
の
千
八
 
 

十
三
 
 

u ＋■  
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訪
問
介
護
 
 

訪
問
入
浴
介
護
 
 

通
所
介
護
 
 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

居
宅
介
護
支
援
 
 

介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 
 

介
護
予
防
通
所
介
護
 
 

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

訪
問
看
護
 
 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

短
期
入
所
生
活
介
護
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

千
分
の
千
六
 
 

十
 
 

千
分
の
千
四
 
 

十
 
 

居訪訪  介介 介介 介 小認通訪訪   介介介介介介介介地地認特短短通   
宅 間 問  護護護護護規知所間間  護護護護護護護護域域知定期期所   

介入介  予 予 予 予 予模症リリ 看  予 予 予予予療保福密密症施入入介   
護浴護   

防防防防防 多対ハハ護  防防防防防養健祉着着対設所所護   
支介   小認通訪訪機応 ビ ビ   認特短短通施施施型型応入療生   

援護   規知所間問能型 りリ   知 定期期所設設設特介型居養活  

模症リリ 看型通テ テ   症施入入介サササ定護共者介介  

多 対ハハ護居所l】   対設所所護Ill施老同 生護護  
機応 ビ ビ  宅介 シ シ   応入療生  ビ ビ ビ設人生活  

能型リリ  介護 ∃ ∃   型居養活  ス ス ス入福活介  

型通テ テ  護  ン ン   共者介介  
同 生護護  

居祉介護  

居所Il  者施護  
宅介 シ シ   生活  生設  
介護 ヨ ヨ   
護  ン ン   

活介  活人  
介護  
護  

介所  
護者  

生  

活  

介  
護   

十 干   十 干   十 干   
五 分   五 分   

の   の   の   

千   千   千   
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匪紙6  

指定基準の改正概要  

○ 指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準   

1 訪問介護   

く人員に関する基準〉  

サービス提供責任者の配置に関する規定を以下のとおり改正する。  

指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務  

に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者  

としなければならないこと。  

常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とすること。  

居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければな  

らない事業所においては、原則として1人分のみの常勤換算を可能とすること。  

あわせて、居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置し  

なければならない事業所については、当該事業所におけるサービス提供責任者  

の3分の2以上を常勤の者とすること。  

この場合の非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤  

務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間  

数の2分の1に達していること。  

2 居宅療養管理指導  

〈基本方針〉   

指定居宅療養管理指導を行う者に関する規定を以下のとおり改正する。  

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、歯科衛生士（歯科衛  

生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護  

師を含む。）又は管理栄養士とすること。  

〈人員に関する基準〉   

指定居宅療養管理指導事業所における人員配置に関する規定を以下のとおり改正  

する。  

病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所における保健師、看護師  

－1－   



又は准看護師（以下「看護職員」という。） その提供する指定居宅療養管理指  

導の内容に応じた適当数。   

指定訪問看護ステーションである指定居宅療養管理指導事業所においては、  

看護職員を配置すること。  

〈設備に関する基準〉   

指定訪問看護ステーションである指定居宅療養管理指導事業所の設備に関する基  

準について、以下の要件を追加する。   

指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さ、設備及び備品等を備えて  

いること。  

〈運営に関する基準〉   

看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針に関する規定について、以下の要件  

を追加する。   

指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、指定居宅介護支援事業者等に対  

する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上  

の相談及び支援を行うこと。   

指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、  

利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように  

指導又は助言を行うこと。   

それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、  

速やかに記録を作成するとともに、医師又は指定居宅介護支援事業者等に報告  

すること。  

3 通所介護  

〈設備に関する基準〉   

指定療養通所介護における利用定員に関する規定を以下のとおり改正する。  

・ 利用定員を8人以下とすること。  

指定療養通所介護における専用の部屋の面積に関する規定を以下のとおり改正す   

る。  

専用の部屋の面積は、6．4ポlこ利用定員を乗じた面積以上とすること。  

4 通所リハビリテーション  

－2－   



〈人員に関する基準〉   

指定適所リハビリテーションの事業所に置くべき理学療法士、作業療法士若しく  

は言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師若しくは介護職員の員数に関する規定を  

以下のとおり改正する。  

・利用者が10人までは1人とし、10人を超える場合は、常勤換算方法で10：1  

以上確保されていること。  

そのうち、専ら指定適所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作  

業療法士又は言語聴覚士が、常勤換算方法で、利用者が100人又はその端数を  

増すごとに1人以上確保されること。   

※ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合   

・利用者が10人までは1人とし、10人を超える場合は、常勤換算方法で10：1  

以上確保されていること。  

そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作  

業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類す  

るサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0．  

1人以上確保されること。  

5 短期入所療養介護  

〈人員に関する基準〉   

診療所である指定短期入所療養介護事業所に関する規定について、以下の要件を   

追加する。  

診療所（指定介護療養型医療施設である診療所及び療養病床を有する診療所  

を除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療  
養介護事業所を提供すべき病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計  

は、常勤換算方法で、入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であ  

ること。  

く設備に関する基準〉   

診療所である指定短期入所療養介護事業所に関する規定について、以下の要件を  

追加する。，  

指定短期入所療養介護を提供すべき病床の床面積は、利用者1人につき6．  

4平方メートル以上とすること。   

・食堂及び浴室を有すること。  

機能訓練を行うための場所を有すること。  
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附則第5条 「施行規則附則第2条の規定により読み替えて適用される施行規則第1   

4条に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所である指定短期入   

所療養介護事業所」に係る人員基準等  

当該規定を削除する。  
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○ 介護老人保健施設の人員、施設及び施設並びに運営に関する基準   

〈人員に関する基準〉  

介護老人保健施設に置くべき従業者の員数に関する規定を以下のとおり改正する。  

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を100  

で除して得た数以上。   

支援相談員 1以上（入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援  

相談員1名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以  

上。）。  
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○ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準   

1 夜間対応型訪問介護   

く人員に関する基準〉  

オペレーターに関する規定を、以下のとおり改正する。  

■ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他の厚生労働大臣が定める看であ  

ること。  

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は以下のとおりとする。  

看護師、准看護師、介護福祉士、医師、保健師、社会福祉士及び介護支  

援専門員。  

管理者に関する規定を、以下のとおり改正する。  

日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問   

介護事業者の指定を併せて受けて、一体的に運営する場合、指定訪問介護事業   

所の職務に従事することを可能とすること。  

2 小規模多機能型居宅介護  

〈人員に関する基準〉   

夜勤職員に関する規定を以下のとおり改正する。  

・夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の小規模多機能型居宅介護従業者に夜  

間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。））  

を、1以上の小規模多機能型居宅介護従業者に宿直勤務を行わせるために必要  

な数以上とすること。   

・宿泊サービス（登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行  

う小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）の利用者がいない場合であって、  

利用者に対して夜間及び深夜の時間帯に連絡体制を整備している場合にあって  

は、第1項の規定に関わらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務並びに  

夜間及び深夜の勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことがで  

きること。  

〈設備に関する基準〉   

居間及び食堂に関する規定を以下のとおり改正する。  

居間及び食堂は、機能を十分lこ発揮し得る適当な広さを有すること。  
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○ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス   

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準   

1 介護予防訪問介護   

〈人員に関する基準〉  

訪問介護と同様の改正を行うこと。  

2 介護予防通所リハビリテーション  

〈人員に関する基準〉   

通所リハビリテーションと同様の改正を行うこと。  
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○ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着   

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準   

1介護予防小規模多機能型居宅介護   

〈人員に関する基準〉  

小規模多機能型居宅介護と同様の改正を行うこと。  

〈設備に関する基準〉   

小規模多機能型居宅介護と同様の改正を行うこと。  

0
0
 
 
 



（参考）介護保険法施行規則  

第9条 法第8条第6項の厚生労働省令で定める者  

居宅療養管理指導を行うことができる者に関する規定を以下のとおり改正する。   

保健師、看護師、准看護師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指  

導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。）及び管理栄養士  

であること。  

第9条の2 法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導  

居宅療養管理指導において行われるべき療養上の管理及び指導に関する規定につ   

いて、以下の要件を追加する。   

保健師、看護師又は准看護師により行われる居宅療養管理指導は、居宅要介  

護者の居宅において実施される療養上の相談及び支援とすること。  

第14条 法第8条第10項の厚生労働省令で定める施設  

短期入所療養介護を行うことができる施設は以下のとおりとすること。  

① 介護老人保健施設  

② 介護療養型医療施設  

③ 医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項第4号に規定する療養病床を有   

する病院又は診療所  

④ 別に厚生労働大臣が定める診療所（前2号に掲げるものを除く。）  

（参考）別に厚生労働大臣が定める診療所の施設基準等  

指定短期入所療養介護事業所における指定短期入所療養介護を提供す  

べき病室に置くべき看護師若しくは准看護師又は介護職員の員数の合計  

は、常勤換算方法で、入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以  

上であること。  

夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看  

護師又は介護職員を1人以上配置していること。  

指定短期入所療養介護を提供すべき病床の床面積は、利用者1人につ  

き6．4平方メートル以上とすること。  

食堂及び浴室を有すること。  
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機能訓練を行うための場所を有すること。  

第22条の8 法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める者  

介護予防居宅療養管理指導を行うことができる者に関する規定を以下のとおり改   

正する。   

保健師、看護師、准看護師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療  

養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。）及び管  

理栄養士であること。  

第22条の9 法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める者  

介護予防居宅療養管理指導において行われるべき療養上の管理及び指導に関する   

規定について、以下の要件を追加する。   

保健師、看護師又は准看護師により行われる介護予防居宅療養管理指導は、  

居宅要介護者の居宅において実施される療養上の相談及び支援とすること。  

第22条の14 法第8条の2第10項の厚生労働省で定める施設  

第14条と同様の改正を行う。  

第127条 指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類  

法第71条第1項に規定する「厚生労働省令で定める種類の居宅サービス」（病院等   

について、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定があっ   

た場合に、介護保険法第41条第1項本文の指定があったものとみなすことのできる   

サービス）について、以下のとおり改正する。  

法第71条第1項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、  

訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとすること。  

第140条の15 指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類  
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法第115条の10において準用する法第71条第1項に規定する「厚生労働省令で定め  

る種類の居宅サービス」について、以下のとおり改正する。  

法第115条の10において準用する法第71条第1項の厚生労働省令で定める種類  

の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション  

及び介護予防通所リハビリテーションとすること。  

附則第2条 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を行う施設に関する経   

過措置  

当該規定を削除すること。  
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